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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　昇降路底部（５）の高さが低いエレベータの昇降路底部において作業者（３７）を保護
する安全装置を備えたエレベータにおいて、
　前記昇降路底部（５）に固定されたベースプレート（３）にヒンジ結合されるとともに
、エレベータの通常運転時に、前記昇降路底部（５）の低い高さで水平位置に折り畳まれ
て、配置されたブレース（１）と、かご（１１）の下方に固定され、折畳み状態にある前
記ブレース（１）の水平方向の側面に接触するように適合された緩衝要素（９）と、を使
用し、
　前記作業者（３７）が前記昇降路底部（５）内で作業可能な状態のときに、適切な持上
げ装置（３１）によって、前記ブレース（１）は前記ブレース（１）の上面（１５）に前
記緩衝要素（９）が接触する垂直方向の持上げ位置まで移動するように適合され、
　前記緩衝要素（９）の厚さおよび加えられた前記ブレース（１）の長さにより、前記か
ご（１１）の下面と前記昇降路底部（５）との間に、前記作業者（３７）が前記昇降路底
部（５）内で押し潰される危険性を排除する十分な深さがもたらされることを特徴とする
安全装置を備えたエレベータ。
【請求項２】
　前記緩衝要素（９）の厚さおよび加えられた前記ブレース（１）の長さは、前記かご（
１１）の速度に応じて、標準的な０．８０メートル～１．２０メートルの長さであること
を特徴とする請求項１に記載の安全装置を備えたエレベータ。
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【請求項３】
　前記ブレース（１）は、前記昇降路底部（５）の中央位置に配置され、
　対向する前記緩衝要素（９）は、前記かご（１１）の中央位置に配置されることを特徴
とする請求項１または２に記載の安全装置を備えたエレベータ。
【請求項４】
　前記ブレース（１）は、前記昇降路底部（５）に対して僅かに中心からずれた位置に配
置され、
　対向する前記緩衝要素（９）は、前記かご（１１）に対して僅かに中心からずれた位置
に配置されることを特徴とする請求項１または２に記載の安全装置を備えたエレベータ。
【請求項５】
　前記ブレース（１）および前記緩衝要素（９）は、前記かご（１１）のガイドレールと
同一平面に配置されることを特徴とする請求項４に記載の安全装置を備えたエレベータ。
【請求項６】
　前記ブレース（１）は、有利には、正方形または矩形の断面を有する管状であり、前記
緩衝要素（９）に面する前記水平方向の側面は、前記管（１）の横方向の側面の１つであ
ることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の安全装置を備えたエレベータ。
【請求項７】
　前記ブレース（１）の前記上面（１５）は、平坦であるとともに、前記ブレース（１）
が垂直方向の持上げ位置にあるときに前記上面が水平となるように前記横方向側面に対し
て垂直に形成されることを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の安全装置を備
えたエレベータ。
【請求項８】
　前記ベースプレート（３）は、床部に固定された平坦なバーアイアン（１７）で形成さ
れるとともに、前記管（１）の両側に配置された２つの突出した垂直ウィング（１９）を
備え、
　前記管（１）は、前記ウィング（１９）の上端部に取り付けられた水平軸（２１）によ
って前記ウィング（１９）にヒンジ結合されることを特徴とする請求項６に記載の安全装
置を備えたエレベータ。
【請求項９】
　前記緩衝要素（９）は、下側に鋼板（１３）が取り付けられた、あるいは下側が加硫処
理された、ゴム製ブロックまたは同様の制振材であり、
　前記板（１３）は、少なくとも前記ゴム製ブロックの寸法に一致するように水平方向に
切断され、前記ブロックの表面全体で前記かご（１１）の偶発的な衝撃を吸収することを
特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の安全装置を備えたエレベータ。
【請求項１０】
　前記ブレース（１）の持上げ装置は、前記ブレース（１）を押し上げて垂直方向の持上
げ位置まで戻すつる巻ばね（３１）または渦巻ばね部品であり、
　前記ブレース（１）の運転時の水平方向の折畳み位置および保守点検時の垂直位置は、
適切なロック部品（２３、３３）によってそれぞれロックされることを特徴とする請求項
１～９のいずれか一項に記載の安全装置を備えたエレベータ。
【請求項１１】
　前記ブレース（１）の持上げ装置は、前記ブレース（１）を水平位置および垂直位置へ
と回転させる油圧シリンダまたは電気モータ装置を含むことを特徴とする請求項１～９の
いずれか一項に記載の安全装置を備えたエレベータ。
【請求項１２】
　前記持上げ装置は、最下階の乗り場ドア（４７）が開いたときに前記昇降路底部（５）
に進入するように前記作業者（３７）の安全キー（４９）を用いて前記ロック（２３）お
よびドアロック（４５）に接続されたケーブル（４３）を介して前記ロック（２３）を解
除することで前記作業者によって遠隔制御されるか、かつ／または、
　前記昇降路底部（５）に位置するとともに、前記ロック（２３）を解除するように前記
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作業者の少なくとも一方の足によって加わる重さにより前記作業者の存在を検出する圧力
プレート（４１）によって前記作業者から直接的に指示されることを特徴とする請求項１
０に記載の安全装置を備えたエレベータ。
【請求項１３】
　前記エレベータのコマンド安全チェーンに直列に取り付けられるとともに、前記ブレー
ス（１）の運転時の折畳み位置を制御する安全スイッチ（２９）を含み、
　前記スイッチ（２９）は、前記ブレース（１）が運転時の折畳み位置にあるときには閉
じており、運転時の折畳み位置にないときには、エレベータの移動を停止するように開い
ていることを特徴とする請求項１～１２のいずれか一項に記載の安全装置を備えたエレベ
ータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、昇降路の底部の高さが低いエレベータにおいて作業者を保護する安全装置を
備えたエレベータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　エレベータには、特に地下水の層が地表面の近くに位置している場合に、昇降路の底部
の高さを低くする必要のあるものが知られている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このように昇降路の底部の高さが、標準的な高さ（０．８ｍ～１．２ｍ）よりも低いと
、保守作業者がエレベータかごによって押し潰されてしまう危険がある。
　作業者を保護するように、昇降路の底端部にヒンジ結合されたブレースを備えたエレベ
ータは、国際公開第Ａ９９４７４４７号パンフレットにより公知である。しかし、ブレー
スが折り畳み位置にある際にブレースの水平方向の側面に接触し、ブレースが垂直方向の
持ち上げ位置にある際にブレースの上面に接触するように、緩衝要素はエレベータかごの
下面に固定されていない。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、上記の問題を解決することを目的とし、昇降路底端部の高さが低いエレベー
タにおいて作業者を保護する安全装置を備えたエレベータであって、昇降路底部に固定さ
れたベースプレートにヒンジ結合されるとともに、エレベータの通常運転時に、昇降路底
部の高さが低い箇所で水平位置に折り畳まれて配置されるブレースと、かごの下方に固定
され、折畳み状態にあるブレースの水平方向の側面に接触するように適合された緩衝要素
と、を使用し、作業者が昇降路底部内で作業可能な状態時に、適切な持上げ装置によって
、ブレースはブレースの上面に緩衝要素が接触する垂直方向の持上げ位置まで移動するよ
うに適合され、緩衝要素の厚さおよび加えられたブレースの長さにより、かごの下面と昇
降路底部との間に、作業者が昇降路底部内で押し潰されないように十分な深さがもたらさ
れることを特徴とする装置を提供する。
【０００５】
　この緩衝要素の厚さおよび加えられるブレースの長さは、かごの速度に応じて、標準的
な長さ、すなわち、０．８０メートル～１．２０メートルである。
【０００６】
　かごが偶発的にブレースに当たった場合にブレースに危険な横方向の応力を生じさせな
いように、有利には、ブレースが昇降路底部の中央位置に配置され、対向する緩衝要素も
かごの中央位置に配置されるが、わずかに中心からずれた位置に配置されてもよく、好ま
しくはかごのガイドレールと同一平面上に位置する。
【０００７】
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　ブレースは、有利には正方形または矩形の断面を有する管状であり、緩衝要素に面する
水平方向の側面は、管の横方向側面の１つである。
【０００８】
　ブレースの上面は、平坦であるとともに、ブレースが垂直方向の持上げ位置にあるとき
に上面が水平となるように管の横方向側面に対して垂直に形成される。
【０００９】
　前記緩衝要素は、有利には下側に鋼板が取り付けられた、あるいは下側が加硫処理され
た、ゴム製ブロックまたは同様の制振材であり、前記板は、少なくとも前記ゴム製ブロッ
クの寸法に一致するように水平方向に切断されており、前記ブロックの表面全体によって
前記かごの偶発的な衝撃を吸収する。
【００１０】
　ブレースの持上げ装置は、ブレースを押し上げて垂直方向の持上げ位置まで戻すつる巻
き（コイル）ばねまたは渦巻ばね部品であり、ブレースの運転時の水平方向の折畳み位置
および保守点検時の垂直位置は、適切なロック部品によってそれぞれロックされる
　ブレースの持上げ装置は、ブレースを水平位置および垂直位置へと回転させる油圧シリ
ンダまたは電気モータ装置を含んでいてもよい。
【００１１】
　持上げ装置は、例えば、最下階の乗り場ドアが開いたときに、安全キーを用いて作業者
が昇降路底部に進入するように作業者によって遠隔制御されるか、かつ／または作業者か
らの直接の指令、例えば昇降路底部に位置して、体重によって作業者の存在を検出し、ブ
レースの水平位置を保持しているロックを解除する圧力プレートによって制御され得る。
【００１２】
　さらに、安全スイッチは、ブレースの運転時の折畳み位置を制御するように配設される
とともに、エレベータのコマンド安全チェーンに直列に取り付けられている。このスイッ
チは、ブレースが運転時の折畳み位置にあるときはロックされ、逆の場合にはエレベータ
の移動を停止するように開かれる。
【００１３】
　本発明はまた、前述の昇降路底部における作業者を保護する安全装置を備えたエレベー
タに関する。
【００１４】
　添付の図面を参照して説明される好ましい例示的実施形態を用いて、本発明を以下に説
明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図面、より具体的には図１を参照すると、本発明による保守作業者を保護するエレベー
タ昇降路の底端部の安全装置は、主に、エレベータ昇降路７の底部５に固定されたベース
プレート３に枢動可能に取り付けられたブレース１と、エレベータかご１１の下面に固定
されてブレース１に対向する緩衝要素９と、を備える。
【００１６】
　緩衝要素９は、円筒形のゴム製ブロックであり、その下面には鋼板１３が固定されてい
る。この水平な鋼板１３の断面は、直径約３０センチメートルである。
【００１７】
　緩衝要素９は、厚さ約２０センチメートルである。
【００１８】
　ブレース１は、正方形の断面を有する剛性の金属管で形成される。ブレースの長さは約
９０センチメートルで、前記正方形の断面の各辺の長さは約２０センチメートルである。
右端の側部１５は、閉じられた状態で横方向の側面に対して垂直な面を形成する。
【００１９】
　ベースプレート３は、床部に固定された平坦なバーアイアン１７から形成され、管（ブ
レース）１の両側に配置された２つの突出した垂直ウィング１９を備えている。管１は、
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ウィングの上端部に取り付けられた水平軸２１によって、ウィング１９にヒンジ結合され
ている。
【００２０】
　ベースプレート３は、昇降路底部５の中央位置に固定される。
【００２１】
　保守作業者が昇降路底部に進入しない通常の運転時では、ブレース１は、水平方向に傾
いており、ロック部品２３が、管（ブレース）１の端面１５にある相補的な凹部２５に係
合して、水平位置のロック状態に保持される。
【００２２】
　この状態では、エレベータかご１１が非制御状態で偶発的に落下した場合に、緩衝要素
９は、かごが管１の横向きになった水平方向の側面上に落下し、水平側面上の一点鎖線２
７により画定された昇降路底部から約２５センチメートルの高さにある領域（図３）、し
たがって実質的に管１のベース部の領域に接触する。
【００２３】
　管１に対向する床部に固定された検出スイッチ２９により、ブレースの傾斜位置が検出
される。このスイッチは、エレベータ制御チェーンと直列に取り付けられている。このス
イッチは、ブレースが傾斜（折り畳み）位置にあるときには閉じられ、そうでないときに
は開かれているので、傾斜位置の状態のときのみ、エレベータかごが移動する。
【００２４】
　床部またはプレート３、および管１に固定され、管１が水平位置にあるときに圧縮され
るつる巻ばね３１が、単純な弾性的な戻りによって、管を垂直位置に押し上げ（図２）、
第２のロック部品３３が管のもう１つの相補的な凹部３５に係合して（上記と同様に）、
管が垂直位置の状態に保持される。この垂直位置の状態では、図２に示されるように、エ
レベータかごが非制御状態で偶発的に落下した場合の、昇降路底端部からエレベータかご
までの高さは、約１１０センチメートルであり、これは、保守作業者３７がかごによって
押し潰されるのを防ぐのに十分な高さである。したがって、このブレース１の垂直位置に
よって、保守作業者３７が昇降路底部に進入することが可能となる。図４では、緩衝要素
がブレースに接する接触領域３９がブレースの上面に一点鎖線で示されており、接触は高
抵抗の領域においてベースプレート３に垂直に加わり、その際、緩衝要素９の材料が下方
の鋼板１３により押し潰されて変形することで衝撃が吸収される。
【００２５】
　昇降路底部５に進入する保守作業者３７を保護するようにブレース１を持ち上げる指令
は、本発明の重要な特徴である。これについては、以下の２つの相補的な変形形態で説明
する。この２つの形態は、単独で、もしくは互いに相補するように一緒に設置され得る。
【００２６】
　作業者が昇降路底部内に直接進入（アクセス）するのを保護する第１の変形形態（図５
）によると、第１のアクセスプレート４１が昇降路底部５に取り付けられる。このプレー
トは、実質的に底面の半分を覆うとともに、圧力検出部を備える。この圧力検出部は、作
業者の少なくとも一方の足の重さを検出すると、適切な装置を用いて、ブレースを水平位
置にロックしているロック部品２３を解除するよう指示する。これにより、ばね３１がブ
レースを瞬時に垂直位置に持ち上げ、この垂直位置において第２のロック３３がブレース
に係合し、垂直位置の状態でブレースをロックする。これにより作業者が保護される。
【００２７】
　ばね３１が圧縮され、ブレースを水平位置にロックするロック部品２３が再びロックさ
れるブレースの戻り傾斜プロセスを経て通常運転へとリセットされる。
【００２８】
　第２の変形形態（図６）では、作業者がブレース１の上方への移動を遠隔制御すること
ができる。これは、水平位置の状態でロックするロック部品２３を制御するケーブル４３
を、ロック部品２３と、昇降路底部に進入する最下階の乗り場ドア４７のロック４５との
間に敷設する。標準的な三角キー４９を使用して、このドアの安全ロック４５を開放する
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ことにより、ロック２３の解放、およびブレース１の垂直方向への移動が、前記ケーブル
４３を介して自動的に行われ、これにより作業者が安全に昇降路底部に進入することがで
きる。
【００２９】
　この指令は、ロック解除キーの使用を検出する接触部によって電気的に発生させること
もできる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】エレベータが通常運転位置にあるときの本発明の安全装置の概略上面図。
【図２】ブレースが保守点検時の持上げ位置にある本発明の装置を示す図。
【図３】ブレースが運転時の折畳み位置にある際のブレースの接触領域を示す図。
【図４】ブレースが保守点検時の持上げ位置にある際のブレースの接触領域を示す図。
【図５】本発明による安全装置の作動装置を示す図。
【図６】本発明による安全装置の作動装置を示す図。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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